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福岡女学院大学 教職課程認定学部学科一覧 

 

○幼稚園教諭免許課程 

・人間関係学部子ども発達学科 

 

○小学校教諭免許課程 

 ・人間関係学部子ども発達学科 

 

○中学校・高等学校教諭免許課程 

・人文学部言語芸術学科 ＜外国語科＞ 

・人文学部現代文化学科 ＜国語科＞ 

・国際キャリア学部国際英語学科 ＜外国語科＞ 

・人間関係学部心理学科 ＜社会科・公民科＞ 

 

○特別支援学校教諭免許課程（知的障害者・肢体不自由者・病弱者） 

・人間関係学部子ども発達学科 

 

 

※人文学部言語芸術学科＜外国語科＞、人文学部現代文化学科＜国語科＞、国際

キャリア学部国際英語学科＜外国語科＞、人間関係学部心理学科＜社会科・公民

科＞は、神戸親和大学での通信制によって小学校教諭免許を取得できる。 

 

※人間関係学部心理学科は、2023 年度入学生から、中学校教諭免許＜社会科＞

は、取得できなくなる。 
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Ⅰ 教職課程の現況及び特色 

 

１ 現況 

(１) 大学名：福岡女学院大学 

(２) 所在地：福岡県福岡市南区曰佐3-42-1 

(３) 学生数及び教員数 2025(令和7)年3月1日現在    

学生数： 大学全体 2,049 名 

教員数： 大学全体 86 名 

 

２ 特色  

◎教員の養成の目標 

本学は、1885 年アメリカの女性宣教師ジェニー・ギール女史が創立した「英和女学

校」から一貫してキリスト教に基づく建学の精神に則った教育を営んできている｡ 

大学学則第 1 条には、「神を畏れ奉仕に生きるよき社会人としての女性を育成する」こ

と、また、大学院学則第 1 条には、「専門的知識と研究能力を備え、国際社会に対応でき

る女性を育成する」ことが謳われている。さらに、学位授与方針には、「教育・研究を通

じて獲得した専門分野の知識を生かし、他者とともに、希望をもって社会貢献のために活

躍する豊かな人間性と高度な実践力を有した者」に学位を授与することが記されている。 

教職課程においては以下のような資質能力を有する教員を養成することを目標とする。 

１ 基礎的学力とコミュニケーション能力、専門的知識と実践的技能 

２ 幼児・児童・生徒の育ちや環境を考える思考力、問題を解決する判断力、より良い育

ちを考えデザインする思考力 

３ 幼児・児童・生徒の創造的に生きるための基礎づくりを援助しようとする姿勢・態度  

 

◎当該目標を達成するための計画（教育課程） 

教育職員免許法及び同施行規則に基づき全国すべての大学の教職課程の編成に当たり参

考とする指針（教職課程コアカリキュラム）の内容等を踏まえ、本学では、「基礎を身に

つけ、学びを広げる段階（1・2 年）」「専門性を深める段階（3 年）」「学びの成果をま

とめる段階（4 年）」を位置付け、体系性をもった教育課程を編成している。 

幼稚園教諭免許課程では、「領域及び保育内容の指導法に関する科目」「教育職員免許

法第 66 条の 6 に定める科目」「教員の基礎的理解に関する科目等（大学が独自に設定す

る科目を含む）」という区分により編成している。 

小学校教諭免許課程及び中学校・高等学校教諭免許課程では、「教科及び教科の指導法

に関する科目」「教育職員免許法第 66 条の 6 に定める科目」「教員の基礎的理解に関す

る科目等（大学が独自に設定する科目を含む）」という区分により編成している。 

特別支援学校教諭免許課程では、上記区分に「特別支援教育に関する科目」という区分

を加え編成している。 

また、本学では、介護等体験、学生ボランティア活動等、学校現場等での体験活動の場

を提供している。 
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◎教職課程委員会 

本学では、2021 年度に教職課程の自己点検評価に対応するため「教職課程委員会」の

規程を大幅に改正した。改正の趣旨及び改正後の規程は以下のとおりである。 

趣旨：教職課程委員会を、全学的な自己点検・評価を定期的に実施し改善する組織として

整備するため、委員会の目的および業務、構成委員に関する条文を変更する。 

○大学教職課程委員会規程           

1991（平３）年６月４日  制定 

最終改正  2022（令和４）年３月 22 日 

（設置）  

第１条 福岡女学院大学教授会規程第８条の規定に基づき、福岡女学院大学（以下

「本学」という。）に教職課程委員会（以下「委員会」という。）を置く。  

（目的）  

第２条 委員会は、全学的な協力の下で、本学の教職課程に係る諸事項を審議し、

定期的な自己点検・評価の実施により、教職課程の質的水準の維持及び向上を図る

ことを目的とする。  

（業務）  

第３条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議し、実施する。  

(1) 全学的な教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画の策定に関す

ること。  

(2) 各学科等の教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画の整合性の

確保並びに調整に関すること。  

(3) 複数の教職課程を通じた授業科目の共通開設、専任教員の配置等全学的な教

育課程の編成に関すること。  

(4) 全学的な教職課程の教員組織の整備及び調整に関すること。  

(5) 各学科等における教育課程及び授業科目の状況の確認の実施（シラバスの確

認の実施を含む）に関すること。  

(6) 学修成果に関する情報の集約及び分析の実施（「履修カルテ」の作成・管理

を含む）に関すること。  

(7) 全学的な観点からの FD 及び SD の実施に関すること。  

(8) 情報公表の実施に向けた各学科等におけるデータの収集の実施並びに整合性

の確保及び調整に関すること。  

(9) 教職課程の学生獲得に向けた戦略の策定及び関連する取組の実施に関するこ

と。 

(10) 教職課程の学生に対する履修指導、進路指導等に関すること。  

(11) 関係機関等との連携及び交流に関する連絡調整の実施並びに全学的な整合性

の確保及び調整に関すること。  

(12) 教職課程の自己点検・評価の実施並びに学内及び外部からのフィードバック

に対する対応に関すること。  

(13) その他教職課程に関すること。  
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（構成）  

第４条 委員会は、次の委員をもって構成する。  

(1) 幼稚園教諭、小学校教諭、中・高等学校教諭及び特別支援学校教諭の免許課

程を担当する専任教員  各免許担当１名  

(2) 教職課程を設置する学科における教職科目（「領域及び保育内容の指導法に

関する科目」、「教科及び教科の指導法に関する科目」、「教育の基礎的理解に関

する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に

関する科目」又は「教育実践に関する科目」）を担当する専任教員  各学科代表１

名 

(3) 教務課長  

（任期）  

第５条 前条の委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場

合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

（会議の運営）  

第６条 委員会の委員長は、委員の互選によって定める。  

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員の３分の１以上か

ら開催の申出があったときは、委員長は委員会を招集しなければならない。  

３ 委員長に事故あるときは、委員長が指名する委員がその職務を代行する。ま

た、委員に事故あるときは、委員長の了解の下に、代理者を出席させることができ

る。 

４ 委員会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。  

５ 議事は出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長が決する。  

６ 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者又は学外関係機関の者を出席さ

せ、意見を求めることができる。ただし、議決に加わることはできない。  

（小委員会）  

第７条 委員会の下に小委員会を設ける。  

２ 小委員会は、各免許課程における事項を審議する。  

３ 小委員会の構成員は、別に定める。  

（庶務）  

第８条 委員会の事務は、教務課が行う。  

（規程の改廃）  

第９条 この規程の改廃は、連合教授会の議を経て学長が行う。  

附 則 １ 

１ 本規程は、1991（平３）年６月４日より施行する。  

附 則 ２ 

１ 第３条の一部を改正し、1992（平４）年４月７日から施行する。  

附 則 ３ 

この規程は、2012（平 24）年４月１日から施行する。  

附 則 ４ 

この規程は、2022（令和４）年４月１日から施行する。  
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Ⅱ 免許課程別 基準領域ごとの教職課程自己点検評価 

 

１ 幼稚園教諭免許課程 

基準領域１ 教職課程に関わる教職員の共通理解に基づく協働的な取組 

基準項目１－１ 教職課程教育の目的・目標の共有 

〔現状説明〕 

幼稚園教諭免許課程においては、幼稚園教諭として必要な資質能力を有する教員

を養成することを目標とし、教職課程の編成・実施の方針は以下のとおりである。

（幼資料１－１－１）  

１ 子どもを学ぶために、幅広い学問領域からアプローチ  

２ 保育・教育・相談の理論や方法、技術について実践的に学ぶ科目の提供  

３ 愛の精神を貫き、保育・教育者としての人間的涵養を図る科目の提供  

 当該目標を達成するため、本学科では教育職員免許法及び同施行規則並びに教職

課程コアカリキュラムの内容等を踏まえるとともに、子ども学をカリキュラムの柱

とし、特に、子どもとはどのような存在であるかを捉え直し子どもと関わる上での

基礎となる「子ども観」、子どもの問題への援助を考える「 Child Issues」、子

どもを取り巻く環境について考える「 Child Caring Design」を 3 つの柱としてい

る。子ども学は教育学、保育学、心理学、小児医学、児童福祉学、等多くの学問に

またがる学際的領域であり、それぞれの分野における幅広い知識や考え方を身につ

け、子ども理解に基づく子どもへの援助ができる保育者を目指している。「子ども

学概論」を 1 年前期において履修し、後期に「子ども学フィールドワーク」、 2 年

次前期に「子ども学観察演習」、後期に「子ども学フィールド演習」の履修により

基礎を身につける段階へとつなぎ、観察力を深め、学びを広げる段階と体系性を持

って、専門性を高めることができるようプログラム化されている。（幼資料１－１

－２） 
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〔長所・特色〕 

・専任教員間での幼稚園教諭免許課程の目的・目標の共有と情報公開  

教育職員免許法施行規則第２２条の６第１号に則り、「教員の養成の目標及び当

該目標を達成するための計画に関すること」を本学ホームページに情報公開してい

る。また、本学履修ガイドの【免許・資格取得関係】の教職課程において、目的・

目標・免許状取得のための基礎資格等を示しており、担当する専任教員間で、共有

を図っている。  

本学科では、心理学をベースに援助能力を身に付けるカリキュラムが構築されて

おり、発達理解、人間理解とその援助技術を学びながら、 4 年教育というメリット

を最大限に生かし、子どものこころはもちろんのこと、その子を育む保護者支援の

ためのカウンセリング技術、保育者、教師としての高い教養と人間性の効用を目指

し計画されている。また、免許・資格に応じた 2 つのコースを設けていることも特

徴の 1 つである。1 年次前期に子どもの基礎について知り、その上で、進路希望に

合わせて、後期から 2 つのコースに分かれ、免許・資格の取得を目指すことができ

るようコース選択性を設けている。早くから専門的な学びを始めることで、より高

度な専門性を身に付けることを可能としている。 4 年間を通して、子ども学につい

て段階的かつ総合的な教育によって、保育者・教育者に必要な幅広い教養と実践力

を身に付けることができるようコース制を取り入れている。基礎的なことを学びな

がら、幼稚園教育実習へとつなげていっている。（幼資料１－１－３）  

 

・学生への周知・共有・意識づけ  

 学生に対しては、本学履修ガイドを用いて、 1 年次 4 月の履修オリエンテーショ

ン、1 年次 7 月の子ども発達コース・児童教育コースに分かれる際の説明を実施

し、教職課程教育の目的・目標・免許状取得のための基礎資格等について、周知を

図っている。  

また、幼稚園教諭免許課程の学生に対しては、履修カルテの記入を課し、学修の
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目標・振り返り及び評価項目や指標を明確にした自己評価を実施し、ラーニングア

ウトカム（学習成果）の可視化に取り組んでいる。  

さらに、「実習の手引き」において、学外実習のあらましと目指す保育者像を以下

のとおり伝えている。（幼資料１－１－４）  

1）キリスト教の教えに基づく愛の精神と教育・福祉の精神を備え持つ保育者  

2）子どものこころに寄り添い発達を踏まえた心理学的援助ができる保育者  

3）家族とともに育ちを支援していく保育者（子育ち支援、親育ち支援、親子育て

支援） 

〔取組上の課題〕 

教育職員免許法をはじめとする教員養成に関する施策が、めまぐるしく変化する中で、

幼稚園教諭免許課程科目を担当する専任教員全員で教職課程の目的・目標に係る様々な情

報を共有するだけでなく、更新していくことが必要である。 

 幼稚園教諭免許課程を履修しようとする学生に対しては、オリエンテーション等を通じ

て目的・目標の周知確認を行っているものの、学生によっては目的・目標への意識が希薄

化し、幼稚園教諭を目指すことを中断してしまう者もみられる。各年次において、保育職

の魅力を実感させつつ、目的・目標への意識を喚起する手立てを講じる必要がある。 

＜根拠となる資料・データ等＞ 

・幼資料１－１－１：2024 年度大学案内 p.19 

・幼資料１－１－２：2024 年度 大学案内 p.46 

・幼資料１－１－３：2024 年度 大学案内 p.45 

・幼資料１－１－４：『学外実習の手引き』2024 年、p.1 

 

基準項目１－２ 教職課程に関する組織的工夫 

〔現状説明〕 

 本学では、教職課程に関する、幼稚園教諭、小学校教諭、特別支援学校教諭、中学校・

高等学校教諭、すべての免許課程に係る事項については、 「教職課程委員会」で審議
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し、実施している。教職課程委員会規程第 7 条に、各免許課程における事項を審議する小

委員会を設けることが定められており、学科内に設置される学外実習運営委員会委員及び

学科会議で審議し、実施している。幼稚園教諭免許課程に携わる全学科教員 17 名の間で

共有されている。また、幼稚園教諭免許課程および教育実習の履修条件は『履修ガイド』

に掲載し、教職員・履修学生に共有されている。実習指導については、専任教員 2 名、助

手 1 名の協働体制を構築している。 

 さらに本学では、専任教員の指導力の質的向上のために、全学的に、学生による授業評

価を年２回（前期・後期）に実施をしている。また、全学の「自己点検・評価・ＦＤ委員

会」のリードの下、全専任教員が授業公開を行っている。 

〔長所・特色〕 

学外実習運営委員会で審議・決定した内容については、子ども発達学科会議に上程され

専任教員全員に周知を図っている。担当専任教員間において連絡・調整・情報共有等を密

に行い、担当アドバイザーとの情報共有も行い、幼稚園教諭免許課程を履修している学生

に対して、整合性のある指導・支援等を行っている。 

〔取組上の課題〕 

本学では、子ども発達学科の教職課程の担当専任教諭がこれに当たっているが、それぞ

れの免許に関する免許課程に関する諸事項について共通理解を図り、今後、幼稚園教諭免

許課程に対して、一体的・包括的な支援を充実していくために、いっそう緊密な連携を図

っていく必要があると思われる。 

＜根拠となる資料・データ等＞ 

・幼資料１－２－１：保育内容の指導法各領域シラバス 
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基準領域２ 学生の確保・育成・キャリア支援 

基準項目２－１ 教職を担うべき適切な学生の確保・育成 

〔現状説明〕 

本学では、オープンキャンパスや入試説明会において、入学希望者とその保護者に対し

て、幼稚園教諭免許課程の取組等について説明する機会を設けている。 

〔長所・特色〕 

新入生オリエンテーション・教職課程説明会において、本学科が目指す保育者像

教師像を明確に示すようにしている。また、学外実習の手引きや子ども発達学科学

外実習履修内規において、教職課程の履修を開始・継続するための基準を示してい

る（幼資料２－１－１）。  

「保育フィールドワーク」において、希望者全員を本学近隣の幼稚園にて、体験

活動を行っている。幼稚園児との触れ合いを始め、野菜の苗植えなどを通して園児

と関わるとともに、教育活動の実際を知る機会としている（幼資料２－１－２）。 

・実習日誌を活用した教育実習の事前指導・事後指導  

 ２年次前期期に、授業科目「幼稚園教育実習指導Ⅰ」、 3 年次後期に、「幼稚園

教育実習指導Ⅱ」を実施し、その中で教職を目指す学生像の実現に取り組んでいる

（幼資料２－１－３）（幼資料２－１－４）。 

〔取組上の課題〕 

幼稚園教諭免許課程では、「履修カルテ」を活用し、一人一人学びの履歴を集約

しており、一人一人の学生の適性や資質に応じた教職指導は、総合実践演習（保・

幼・小）で行っている。さらに個に応じた適性や資質の確認と指導の改善を探りた

い（幼資料２－１－５）。 

＜根拠となる資料・データ等＞ 

・幼資料２－１－１： 2024 年度履修ガイド  ｐ.223～224 

・幼資料２－１－２： 2024 年度保育フィールドワークシラバス  

・幼資料２－１－３： 2024 年度幼稚園教育実習指導 Ⅰシラバス 

・幼資料２－１－４： 2024 年度幼稚園教育実習指導Ⅱシラバス 



 

9 

 

・幼資料２－１－５：福岡女学院大学案内パンフレット  

 

基準項目２－２ 教職へのキャリア支援 

〔現状説明〕 

本学の幼稚園教諭のキャリア支援は、一般企業・公務員等のキャリア支援と同様に「キ

ャリアセンター」が担っている。キャリアセンターでは、幼稚園教諭志望者としての質向

上を図るとともに、幼稚園教諭採用選考試験に関する支援を行っている。面談、履歴書添

削などを行い、学生のニーズに合った幼稚園であるか双方で意見交換を行っている。 

実際の就職につながった例を挙げ、担当教員からサポートを受けることで、希望の幼稚

園への採用へつながっている。幼稚園への就労を希望していなかった学生が、実際に実習

に行き教職に就きたいと考えが変わった例もある。「キャリアセンター」と情報共有を図

りながら、一人一人の学生に対して支援を行っている。 

〔長所・特色〕 

キャリアセンターでは大学 4 年生対象（就職活動、進学・編入志望学生）に支援

を行っている。完全予約制（同時間帯複数学生個別対応）による対面指導（添削、

模擬面接、進路相談、諸手続等）、希望者対象の進路・就職親子面談、  WEB での支

援サービス活用や更新情報の呼びかけ発信、求人検索・閲覧・電話・メールによる

履歴書やエントリーシートの添削、模擬面接指導などを行っている。また、学校求

人の検索方法、過去 3 年分の受験報告書閲覧、企業説明会・合同説明会情報や求人

情報の随時追加・更新情報掲載、幼保向け支援ページ、留学・進学希望者ページ、

心理職・教職ページ、問合せの多い事項の回答随時掲載更新、採用情報等もおこな

い、進路・就職準備支援特設サイトの設置（学外からアクセスできる来室時と可能

な限り近い支援環境づくり）し対応している。  

 大学 4 年生対象に幼保就職支援プログラム（全 5 回）を計画し、就職活動の基礎

やマナー、履歴書の書き方、面接の対策方法などを学んでいる。その際に、福岡市

保育協会や福岡市こども未来局子育支援部、福岡市私立幼稚園連盟と連携し、現場
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で働く方々から業務内容や経験談を伺っている。（幼資料２－２－１）  

第 1 回：ガイダンス 幼保就職活動の流れについて－園受験、自主実習、登録試

験、受験園申出など－  

第 2 回：就職活動準備－履歴書の書き方、面接準備など－  

第 3 回：求人票発送依頼  登録説明会－希望園を考える－  

第 4 回：保育士職の魅力とは－福岡市の保育の現状を知る－  

    （福岡市保育協会、福岡市こども未来局子育て支援部）  

第 5 回：幼稚園教諭の魅力とは－現役職員から学ぶ幼稚園の現場とは－  

（福岡市幼稚園連盟）  

 内定後の指導については、内定後の様子などもこまめに連絡をとり、不安を払拭

している。併せて、昨今、問題となっている働き方について労働局の方を講師とし

た「知って役立つ労基法」について講話を依頼している。このように、具体例を示

すことによって、学生の理解を深める機会となっている。なお、キャリア支援につ

いては、学科教員とキャリア支援課の情報共有を図り就職へとつなげている。  

〔取組上の課題〕 

上記のようなキャリア支援課によるサポートを学生に周知しているが、キャリア支援課

のプログラムに参加しない学生もいる。今後の自己の目指すキャリアを確立させる手立て

を工夫する必要がある。 

＜根拠となる資料・データ等＞ 

・幼資料２－２－１：進路支援オリジナルテキスト mission career guide book 
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基準領域３ 適切な教職課程カリキュラム 

基準項目 ３－１ 教職課程カリキュラムの編成・実施 

〔現状説明〕 

幼稚園教諭免許課程は、教育職員免許法施行規則およびコアカリキュラムに則り、「領

域及び保育内容の指導法に関する科目」「教科の基礎的理解に関する科目」「道徳、総合

的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」「教育実践に関する

科目」「大学が独自に設定する科目」「教育職員免許法施行規則第 66 条の 6 に定める科

目」（日本国憲法）（体育、「健康・スポーツ科学理解」「健康・スポーツ科学実 A」）

(外国語コミュニケーション（First-yearEnglishA1）(情報リテラシー)で構成している。 

 「領域及び保育内容の指導法に関する科目」として、「領域に関する専門的事項」では

「国語表現」「音楽（声楽・器楽Ⅰ）「体育」「子どもと健康」「子どもと人間関係」

「子どもと環境」「子どもと言葉」「子どもと音楽遊び」「子どもと造形遊び」「子ども

と運動遊び」「子どもと遊び」を、また「保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を

含む。）」に関する科目として「保育内容総論」「保育内容（健康）」「保育内容（人間

関係）」「保育内容（環境）」「保育内容（言葉）」「保育内容（表現）」「保育内容

（音楽表現）」「保育内容（造形表現）」「保育内容（身体表現）」を配当している。

「教科の基礎的理解に関する科目」については、「教育原理」「保育者論」「子どもの発

達と学習の心理学」「発達心理学Ⅰ（総論）」「特別支援教育論」「教育課程論」で構成

している。「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科

目」については、「教育技術論（児童文化財研究）Ⅰ」「教育技術論（児童文化財研究）

Ⅱ」「子どもの理解と援助」「発達・教育相談の方法と実践」「発達・教育相談の基礎」

で構成している。「教育実践に関する科目」については、「幼稚園教育実習指導Ⅰ」「幼

稚園教育実習Ⅰ」「幼稚園教育実習指導Ⅱ」「幼稚園教育実習Ⅱ」「総合実践演習（保・

幼・小）」で構成している。「大学が独自に設定する科目」については、「表現概論」

「保育内容の理解と方法」を位置付けている（幼資料３－１－１）。 
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〔長所・特色〕 

子ども発達学科のカリキュラムにおいて根幹としている「子ども学」は教育学、

保育学、心理学、生理学、小児医学、児童福祉等、「子ども」を対象とする諸科学

の成果から、学際的に子どもの発達について理解し、子ども理解に基づく子どもの

育ち・子育てへの援助を実現できるものとして位置付けている（幼資料３－１－

２）。 

1 年次から 2 年次では、子ども理解の基礎となる学習段階であり、「新たな子ど

も観の確立」、「子どもの問題： “Child Issues” の解決」「子どもの立場からモノ

やコトのデザイン： ”Child Caring Design”」の「子ども学の三つの柱」を手がかり

とした学びを体系化し、「子ども学概論」、「子ども学フィールドワーク」、「子

ども学観察演習」、「子ども学フィールド演習」を学科必須科目として設定してい

る。3 年次「子ども学総合演習」、 4 年次「卒業研究」では、これらの学びの上に

立ち、各学問領域から子ども理解を深化させる体系としている。  

また心理学科目「心理学概論」、「発達心理学Ⅰ（総論）」、「発達心理学Ⅱ

（親と子の発達心理学）」、「子どもの発達と学習の心理学」、「発達・教育相談

の基礎」、「発達・教育相談の実践」では、子どもの心と行動の発達に関する科学

的な理解と、臨床的な実践に結びつくカウンセリングの技法の学びを体系化してい

る（幼資料３－１－２）。 

これらは教職の基礎として求められる子ども理解を実践するために必要な学びを

実現するものであり、教職課程の学びが技術の修得のみにとどめられることなく、

大学共通の基盤科目の修得とともに、高い教養と人間性の涵養に資するものであ

る。 

また学科内で取得可能な教員免許・資格に応じて 2 つの履修コースを設けること

により、各専門性に応じて系統的な履修を可能としており、子ども学、心理学の学

びと相乗的な学習の過程において、段階的かつ総合的に教職に必要な幅広い教養と

実践力を身に付けることを可能としている（幼資料３－１－２）。 
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〔取組上の課題〕 

 幼稚園教諭免許取得を目指すものは、幼稚園教諭免許と保育士資格を取得できる子ども

発達コースの学生だけでなく、小学校教諭免許・特別支援教諭免許を取得する児童教育コ

ースにおいても可能である。そのため、学生が卒業までに修得する科目及び履修の順序が

異なっている。このため各学生が保持する保育者像・教師像、本学の幼稚園教諭免許課程

の目的・目標の共有を実現するさらなる取組に注力することが課題となる。 

＜根拠となる資料・データ等＞ 

・幼資料３－１－１： 2024 年履修ガイド p.161 

・幼資料３－１－２：福岡女学院大学案内パンフレット  

 

基準項目  ３－２ 実践的指導力育成と地域との連携 

〔現状説明〕 

 実践的指導力養成の観点から、幼稚園教育実習指導Ⅰ・幼稚園教育実習指導Ⅱを履修す

る学生全員に授業内で模擬保育研究を行っている。指導案作成から模擬保育実施、事後の

反省をグループワークで行っている（幼資料３－２－１）（幼資料３－２－２）。 

また、ボランティア活動を通して近隣の、幼児教育施設、公民館での地域の活動に参加

し、子どもと実際に触れ合いながらスキルを磨いている。 

〔長所・特色〕 

 模擬保育はグループで取り組むことにしており、学生本人の準備が必要なことはもとよ

り、グループ内で検討が行われることにより、友人の立ち居振る舞いや説明の仕方や保育

の進め方、言葉遣いなどに気づき、実際に子どもの前に立つ前に自らを振り返る良い経験

となっている。 

幼稚園教育実習指導Ⅰにおいての模擬保育は、実習が初めてということもあるが、これ

までの学んでいる演習科目、講義科目などと絡めつつ、悩みながら実践的指導力の修得に

取り組んでいる。その後の幼稚園教育実習においては、保育の進め方、言葉遣い、説明の

仕方などに余裕が出てきている。初めての実習前と比べると段取りも良くなり、グループ

内でのワークもより具体的な内容で意見交換がなされている。 
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〔取組上の課題〕 

地域のボランティア活動においては、週末の参加は可能であるが、週日の活動に

ついては、授業の受講を優先するため、時間の調整が難しい。長期休暇期間にボラ

ンティアの参加を促すことが課題である。  

＜根拠となる資料・データ等＞ 

・幼資料３－２－１：2024年度幼稚園教育実習指導Ⅰシラバス 

・幼資料３－２－２：2024年度幼稚園教育実習指導Ⅱシラバス 
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２ 小学校教諭免許課程 

基準領域１ 教職課程に関わる教職員の共通理解に基づく協働的な取組  

基準項目１－１ 教職課程教育の目的・目標の共有  

〔現状説明〕 

小学校教諭免許課程を設置する子ども発達学科では、「子ども学」の学びを基盤とし、子

ども存在の多角的多面的な理解にたった小学校教員養成を行っている。 

小学校教諭免許課程においては、「本学の目指す小学校教師像・特別支援学校教師像」と

して以下の 4 項目を掲げており、この教師像の実現を目的・目標としてカリキュラムを編

成し、養成を実践している。（小資料１－１－１） 

(1）建学の精神に基づく人間愛と崇高な教育的使命感をもつ教師 

(2）豊かな知性と教養に支えられた確かな指導力をもつ教師 

(3）乳幼児期からの発達の連続性を踏まえたこころの援助ができる教師 

(4）学校内外での役割を自覚し、責任を全うするために、円滑な人間関係を構築 

できる教師 

 これらの教師像及び小学校教諭免許課程における目的・目標は、当該免許課程の設置単

位である子ども発達学科の学外実習運営委員会及び学科会議にて検討し決定しており、小

学校教諭免許課程に携わる全教員間で共有されている。またこの目的・目標を踏まえ、小

学校教諭免許課程及び教育実習の履修条件は規定化され共有されるとともに『履修ガイド』

に掲載し教職員・履修学生にも共有されている（小資料１－１－２）。 

さらにこれらの目的、目標は『学外実習の手引き』に記載し、新入生オリエンテーション、

学外実習総合オリエンテーション、小学校教育実習履修希望者オリエンテーションなど、

小学校教諭免許課程を履修する際に提示するとともに、小学校教育実習履修の説明時及び

小学校教育実習事前指導の中で活用し、履修学生とも養成像の共有を行っている（小資料

１－１－３）。 
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〔長所・特色〕 

 小学校教諭免許課程は、課程認定においてその養成を主目的とする学科を設置単位と規

定されており、子ども発達学科が養成課程の単位となっている。そのため養成課程に携わ

る学科教員間において、随時、学科会議などで養成の目的・目標を共有する機会を持ち、

小学校教諭免許課程に係る学科専門科目も含めて学生指導に養成理念を反映することがで

きている。 

特に小学校教育実習を含む学外実習については、先述の養成像を実現するため、学科専

門科目に小学校教諭免許取得に必要となる科目群を配当するとともに、小学校教育実習を

含む学外実習に当たって「学外実習の目標」として以下の項目を定めており、学科におけ

る他の免許・資格に係る指導においても共通理念として共有し実践を行っている。  

(1) 保育者・小学校教師・特別支援学校教師としての資質（愛情、勤勉、熱意、創意、工

夫、自主性、責任性、協調性、奉仕の精神など）について学び、その研究と技術の総合

的修得に努める。 

(2) 保育者・小学校教師・特別支援学校教師としての人間観、子ども観の形成に努める。 

(3) 幼稚園・小学校・特別支援学校ならびに保育所等の児童福祉施設の社会的な機能と役

割について学ぶ。 

(4) 保育者・小学校教師・特別支援学校教師の役割について学ぶ。  

(5) 組織の一員として他者との協働、地域社会との結びつきなどについて学ぶ。  

(6) 保育者・小学校教師・特別支援学校教師としての適性について、自己への問いかけを

する。 

〔取組上の課題〕 

 上述の子ども発達学科学外実習運営委員会及び学科会議における教職課程教育の目的・

目標、養成像、指導目標・方針の共有などの体制がとられており、それにもとづく指導体

制を構築できている一方、上記機会や大学全体の教職課程の目的・目標、養成像との一貫

性を確認する機会のさらなる増加を図ることで課程全体の質向上へとつながるものと考え

られる。 
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＜根拠となる資料・データ等＞ 

・小資料１－１－１：『学外実習の手引き』、2024 年、p.1  

・小資料１－１－２：『履修ガイド』2024 年、pp.217-219 

・小資料１－１－３：『学外実習の手引き』、2024 年、p.1  

 

基準項目１－２ 教職課程に関する組織的工夫  

〔現状説明〕 

 小学校教諭免許課程は、子ども発達学科を課程認定の組織としており、学科全体として

小学校教諭免許取得のためのカリキュラム編成、科目配当、授業実践、学生指導等を行う

体制となっている。 

 小学校教諭免許課程に係る目的・目標の策定、指導方針の確認、教職課程及び教育実習

の履修・実施・成績評価についても学科会議が課程委員会としての機能を果たしている。

学科内には学外実習運営委員会を組織し子ども発達学科が養成課程を置く他の教員免許・

資格に係るものも含め学科会議へ諮る原案を検討・策定している（小資料１－２－１）。 

〔長所・特色〕 

 小学校教諭免許に関して課程認定の基礎単位が学科であるため、学科会議が小学校教諭

免許課程における委員会として機能することで、小学校教諭養成の目的・目標の共有、実

施方針の実現において、学科全体として協働的に一貫性を保ちつつ、機動性を持った指導

を行うことが可能な組織体制となっている。また学外実習運営委員会及び学科会議におい

て他の教員免許種・資格を含めて養成像の確認と指導方針を共有することにより、学科の

設置目的を果たし、アドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシ

ーと整合性を持った課程運営が可能となっている（小資料１－２－２）。 

〔取組上の課題〕 

 小学校教諭免許課程としてアドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロ

マポリシー（以下 3 ポリシー）と整合性をもった課程運営が可能となる組織体制と運用が

可能となっており、大学全体及び学部 3 ポリシー及び大学教職課程全体の 3 ポリシーとの
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整合性をもった組織体制とともに、運用状況の確認の機会を増加させることで質的向上を

図ることが期待できる。 

＜根拠となる資料・データ等＞ 

・小資料１－２－１： 『履修ガイド』2024 年、pp.217-219 

・小資料１－２－２：子ども発達学科アドミッションポリシー・カリキュラムポリシー・

ディプロマポリシー 
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基準領域２ 学生の確保・育成・キャリア支援 

基準項目２－１ 教職を担うべき適切な学生の確保・育成 

〔現状説明〕 

 教職を担うべき適切な学生の確保・育成については、大学全体のオープンキャンパス、

入試説明会、志望者への個別の対応、高等学校への出張講義の機会を利用し、希望資格・

免許種の取得、卒業後の進路に関して説明を行っている（小資料２－１－１）。 

 入学後は新入生オリエンテーション、学外実習総合オリエンテーションなどを通して、

教職自体の理解と共に教職を希望する際に必要な知識や取組、科目の履修について理解す

る機会を設けており、1 年次より学科専門必修科目と共に教員免許取得のための配当科目

を履修する中で、子ども学や心理学の学びを基盤としつつ、教職への理解、教員像の実現

に向けた課題の解明と取組、各教科内容の理解と指導法の修得を行うカリキュラムを編成

している。また授業外においても小学校教諭免許課程の履修については、卒業後に教職を

希望し、小学校教育実習を希望する学生を対象としてオリエンテーションを行い教職課程

履修に求められる取組を理解した上で教育実習に臨むことができるような体制をとってい

る（小資料２－１－２、小資料２－１－３）。小学校教育実習の履修に当たっては、必要

な科目・単位の修得状況、実習事前指導の受講における学習の実態、授業への参加度、実

習に向けた準備状況を踏まえた履修基準を設定している（小資料２－１－４）。 

〔長所・特色〕 

 小学校教諭免許課程履修学生の個々の状況については学外実習運営委員会及び学科会議

において適宜共有を行うことで、各授業科目における個に応じた指導及びアドバイザーに

よる相談援助が可能となる体制をとっており教職課程履修学生の適切な育成へと結びつい

ている。 

〔取組上の課題〕 

各学校段階における成長・発達の支援、学習指導を可能とする専門性の涵養とともに、

発達の連続性を踏まえ他校種段階での学びについての理解をもった当該段階での指導を可

能とすることが本学科教職課程の特徴の一つでありこれらを踏まえた学生の確保・育成に
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むけた情報共有と強化による質的向上が挙げられる。 

＜根拠となる資料・データ等＞ 

・小資料２－１－１：『大学案内』2024 

・小資料２－１－２：子ども発達学科アドミッションポリシー・カリキュラムポリシー・

ディプロマポリシー 

・小資料２－１－３：子ども発達学科『学外実習の手引き』2024 年  

・小資料２－１－４：子ども発達学科学外実習履修内規『履修ガイド』2024 年、pp.217-

219  

 

基準項目２－２ 教職へのキャリア支援 

〔現状説明〕 

小学校教諭免許課程として子ども発達学科では、全学のキャリア支援を担うキャリアセ

ンター、教職を目指す学生へのサポートを行う教職支援センターの活動と協働し、教職に

向けたキャリア支援を行っている。キャリアセンターが実施する就職支援プログラムでは

履歴書やエントリーシートの記入、面接の要点など一般的な就職支援が内容となる。また

教職支援センターは、より教職採用に特化し各自治体の教員採用試験対策の講座・模擬試

験、面接対策などを集団的・個別的に実施している（小資料２－２－１）。これらの全学

的な取組に加え、学科単位では小学校教諭免許を取得し教職を目指す学生に対して、確実

な免許取得に向けた履修オリエンテーション、学科スタッフ・アドバイザー教員による個

別の履修相談・履修指導、学科専門科目の授業内での教職観の醸成、教員採用試験への支

援・指導を行っている（小資料２－２－２）。 

〔長所・特色〕 

全学的なキャリアセンター・教職支援センターの取組に加え、学科でのキャリア支援で

は少人数教育の利点を生かし、アドバイザー教員による教職採用に向けたアドバイスや指

導が行われており、学生個々人の資質・適性・学習活動への取組状況を踏まえた進路選択、

教員採用への取組に加え、卒業後の教職生活への支援が可能となっている。 
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〔取組上の課題〕 

小学校教諭を志望する学生に対して、理論的な学習活動と 3 年次の教育実習の機会とと

もに、学科専門科目である学校フィールドワークの履修の機会などを活用し、実際の学校

現場における児童の姿の理解、教職の実際についてより多くの機会を得ることで、教職課

程の早い時期から教職生活のイメージを形成する体制をより強化し、教職課程全体の質

的向上へとつなげることが目指される。 

＜根拠となる資料・データ等＞ 

・小資料２－２－１：『大学案内』2024 年 

・小資料２－２－２：子ども発達学科『学外実習の手引き』2024 年、pp1, pp.28-36 
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基準領域３ 適切な教職課程カリキュラム 

基準項目 ３－１ 教職課程カリキュラムの編成・実施 

〔現状説明〕 

 小学校教諭免許課程では、関係諸法令の精神および規定に則り、教育職員免許法別表第

一に規定される小学校教諭一種普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科

目の単位の修得方法、及び同法施行規則第三条に規定される各欄の単位数に基づき、「教科

及び教科の指導法に関する科目」「教育の基礎的理解に関する科目」「道徳、総合的な学習

の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」「教育実践に関する科目」「大

学が独自に設定する科目」それぞれに含めることが必要な事項を満たすものを学科専門科

目として配当している（小資料３－１－１）。これらの科目内容は平成 29 年 11 月の教職

課程コアカリキュラムを満たしており、平成 31 年の再課程認定において適切であるとさ

れている。 

小学校教諭免許課程を設置する子ども発達学科では、「子ども学」の学びを柱とし、子ど

ものこころに寄り添い子どもの育ちを支援する人材を育成することを学科の目的とし、子

ども学を基幹としたカリキュラムを編成している。また科学的な子ども理解を前提とした

子どもの育ちの支援を目指す際の基盤として、心理学の各領域をカリキュラムの柱の一つ

とし、子どもと子育てに関わる援助能力を身に付けるカリキュラムが構築されている。こ

れらの目的は先述の教職課程としての目的・目標の基盤をなすものと位置付けられる。こ

の基盤の上に、希望する免許・資格に応じて 2 つの履修コースに分け、1 年次後期からそ

れぞれの専門に応じた履修体系をとることが可能としている（小資料３－１－２）。小学校

教育職員免許取得に係る各領域の科目群は両コースから履修可能となっている。  

小学校教職課程に配当される各科目に加え、実際の学校教育活動の現場における学びを

行うものとして、3 年次に「小学校教育実習」を実施し、実習を通して得られた経験への省

察、課題の改善を行い、4 年次には「学校インターンシップ」を履修することで、より実践

的な指導力を獲得し、学校現場における教職の実際を具体的に経験する構成をとっている。

教育実習に向けて事前の学習、事後の省察を行う機会として 2 年次後期から 3 年次前期に



 

23 

 

かけて「小学校教育実習指導」を履修する。  

〔長所・特色〕 

子ども発達学科のカリキュラムにおいて根幹としている「子ども学」は教育学、保育学、

心理学、生理学、小児医学、児童福祉等、「子ども」を対象とする諸科学の成果から、学際

的に子どもの発達について理解し、発達の連続性を踏まえた子ども理解に基づく子どもの

育ち・子育てへの援助を実現できるものとして位置付けている（小資料３－１－３）。 

1 年次から 2 年次までの学科必修科目である「子ども学概論」、「子ども学フィールドワ

ーク」、「子ども学観察演習」、「子ども学フィールド演習」では、子ども理解の基礎となる

学習段階であり、「新たな子ども観の確立」、「子どもの問題：“Child Issues” の解決」「子

どもの立場からモノやコトのデザイン：”Child Caring Design”」の「子ども学の三つの柱」

を手がかりとした学びを体系化している。3 年次「子ども学総合演習」、4 年次「卒業研究」

では、これらの学びの上に立ち、各学問領域から子ども理解を深化させる体系としている。  

また心理学科目「心理学概論」、「発達心理学Ⅰ（総論）」、「発達心理学Ⅱ (乳幼児と親の発

達心理）」、「発達と学習の心理学」、「発達・教育相談の基礎」、「発達・教育相談の方法と実

践」では、子どものこころと行動の発達に関する科学的な理解と、臨床的な実践に結びつ

くカウンセリングの技法の学びを体系化している（小資料３－１－４）。 

教職観の醸成、学校教育活動の実際についての理解は、上述の子ども学、心理学などの

専門科目の履修に加え、1 年次「教育原理」、「学校フィールドワーク」、2 年次「教職概

論」などの科目の履修を行い、3 年次の「小学校教育実習」、4 年次の「学校インターンシ

ップ」へと展開、深化する構成をとっている。大学における理論的な学習活動とともに「学

校フィールドワーク」では、小学校をフィールドとして児童の具体的な姿や教師の指導、

学校環境に触れ、経験的な子ども理解の機会を持つとともに、2 年次以降の教職課程の履

修において教職志望の意思を高めることに資する科目となっている。 

学習指導力の育成については教職課程の各領域の科目群に加え、学科専門科目として「授

業研究Ⅰ」「授業研究Ⅱ」「授業研究Ⅲ」を配置し、教材研究、学習指導案の立案、授業実

践、授業分析の学習機会を設け、教育実習における授業実践への準備を可能とするととも
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に、学習活動における実践的指導力の養成に向けて、課程履修学生自身が自らの課題を発

見し改善する機会を得ることで適切な育成に資するものとなっている。  

これらは教職の基礎として求められる子ども理解に基づく指導を実践するために必要な

学びを実現するものであり、教職課程の学びが技術の修得のみにとどめられることなく、

大学共通の基盤科目の修得とともに、教職に求められる高い教養と人間性の涵養に資する

ものである。また教科教育によって構成される小学校教育において必須となる学習指導の

内容・方法においては教職課程の基準に規定される科目群における学習活動とともに、先

述の授業研究科目における実践的指導力の育成、学外の小学校現場での学習支援の機会の

活用を行い、子ども学、心理学の学びを基礎とする子ども理解と発達の支援、学習指導に

おける知識・技能の獲得と指導法の修得において相乗的な学習成果を得ることで段階的か

つ総合的に教職に必要な幅広い教養と実践力を身に付けることを可能としている。 

〔取組上の課題〕 

 本学科のカリキュラムにおける子ども学関連科目は教員養成においても重要な役割を

担うものである一方、これらの科目と教職課程に係る科目、両者の性質を持つ科目群の配

当・内容などにおいてさらなる有機的な連関を図ることにより教職課程の質向上に資す

るものと考えられる。 

＜根拠となる資料・データ等＞ 

・小資料３－１－１：『履修ガイド』2024 年、pp.151-155、pp.156-160 

・小資料３－１－２：「子ども発達学科履修内規」、『履修ガイド』2024 年、pp.211-216  

・小資料３－１－３：子ども発達学科カリキュラムポリシー  

 

基準項目  ３－２ 実践的指導力育成と地域との連携  

〔現状説明〕 

 小学校教諭免許課程のカリキュラムにおいては、各教科教育法及び小学校教育実習指導

における指導法の学習及び指導計画の立案、実践を行いつつ、教職課程科目の履修によっ

て修得した知識と実践の往還を実現する学習内容を設定している（小資料３－２－１）。  



 

25 

 

 さらに授業科目外においても、地域自治体における学生サポーター制度の利用、大学近

隣の小学校における学習支援ボランティアへの参加の機会を奨励し、学校現場との連携に

おいて教職課程における学びを現実的な子どもとの関わりの中で深化することを行ってい

る（小資料３－２－２）。 

〔長所・特色〕 

 大学全体の地域包括連携先の教育委員会との共働において、教育実習の実習先確保のみ

ならず学校現場における授業研究の機会、学生サポーター制度の活用機会の増加など教職

生活へのアプローチの機会を確保し実践的指導力の育成の機会とすることに資するものと

なっている。また本学教員による学校運営協議会への参加、授業公開研究会への参加・協

働など学校教育活動の改善へ協力体制を持つことを可能としている。  

〔取組上の課題〕 

現在の体制以上に教職課程学生の恒常的な学校教育活動への参加の機会の増加を図るこ

とにより、子ども理解の機会、教員像の形成、地域連携の中での学校運営など教職全体へ

の理解を深めることが期待できるため、より多くの連携機会とその強化が今後の課題とな

る。また、理論と実践の往還化を充実させる体制の強化も今後の課題である。  

＜根拠となる資料・データ等＞ 

・小資料３－２－１：シラバス  

・小資料３－２－２：学生サポーター実施記録 教務課  
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３ 中学校・高等学校教諭免許課程 

基準領域１ 教職課程に関わる教職員の共通理解に基づく協働的な取組 

基準項目１－１ 教職課程教育の目的・目標の共有 

〔現状説明〕 

中学校・高等学校教諭免許課程においては以下のような資質能力を有する教員を養成す

ることを目標としている。 

１ 基礎的学力とコミュニケーション能力、専門的知識と実践的技能 

２ 生徒の育ちや環境を考える思考力、問題を解決する判断力、より良い育ちを考えデ

ザインする思考力 

３ 生徒の創造的に生きるための基礎づくりを援助しようとする姿勢・態度 

 当該目標を達成するための計画（教育課程）としては、教育職員免許法及び同施行規則

に基づき全国すべての大学の教職課程の編成に当たり参考とする指針（教職課程コアカリ

キュラム）の内容等を踏まえ、本課程では、「基礎を身につけ、学びを広げる段階（２

年）」「専門性を深める段階（３年）」「学びの成果をまとめる段階（４年）」を位置づ

け、体系性をもった教育課程を編成している。 

〔長所・特色〕 

・専任教員間での中学校・高等学校教諭免許課程の目的・目標の情報公開と共有 

（中高資料１―１―１） 

 教職課程教育職員免許法施行規則第２２条の６第１号に則り、「教員の養成の目標及び

当該目標を達成するための計画に関すること」を本学ホームページに情報公開している。

また、本学履修ガイドの【免許・資格取得関係】の教職課程において、目的・目標・免許

状取得のための基礎資格等を示しており、中学校・高等学校教諭免許課程科目を担当する

専任教員間で、共有を図っている。 

・学生への周知・共有・意識づけ（中高資料１－１－２）（中高資料１－１－３） 

 学生に対しては、本学履修ガイドを用いて、1 年次 4 月の「教職課程履修オリエンテー

ション」、1 年次 1 月の「教職課程説明会」、１年次 3 月の「教職課程履修資格判定・発
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表・オリエンテーション」を実施し、教職課程教育の目的・目標・免許状取得のための基

礎資格等について、周知を図っている。 

 また、中学校・高等学校教諭免許課程の学生に対しては、履修カルテの記入を課し、学

修の目標・振り返り及び評価項目や指標を明確にした自己評価を実施し、ラーニングアウ

トカム（学習成果）の可視化に取り組んでいる。 

〔取組上の課題〕 

 国の教育職員免許法をはじめとする教員養成に関する施策が、めまぐるしく変化する中

で、中学校・高等学校教諭免許課程科目を担当する専任教員全員で教職課程の目的・目標

に係る様々な情報を共有するだけでなく、更新していくことが必要である。本学の中学

校・高等学校教諭免許課程は、４つの学科にまたがっていることから、専任教員すべてが

参集して相互の情報共有を図る機会が十分にもてないという課題がある。今後、中学校・

高等学校教諭免許課程科目を担当する専任教員のうち、教職課程委員会小委員会を、対面

での会議及びメール稟議にとどまらず、随時オンライン会議も取り入れて開催し、中学

校・高等学校教諭免許課程の目的・目標に係る様々な情報の更新を迅速に、かつ細やかに

行っていく。ただ、2024 年度から開始された「教員採用試験の前倒し」等については情

報の共有を図り、教育実習の実施時期を 4 年前期から 3 年後期にスムーズに移行すること

ができた。 

 中学校・高等学校教諭免許課程を履修しようとする学生に対しては、オリエンテーショ

ン等を通じて目的・目標の周知・確認を行っているものの、学生によっては目的・目標へ

の意識が希薄化し、中学校・高等学校教諭を目指すことを中断してしまう者もみられる。

各年次において、教育委員会や現職教員の講話の場を設けたり、学校体験活動（学校イン

ターンシップ）を充実させたりするなど、中学校・高等学校教諭の魅力を実感させつつ、

目的・目標への意識を喚起する手立てを講じる必要がある。 

＜根拠となる資料・データ等＞ 

・中高資料１－１－１：履修ガイド、2024 年 

・中高資料１－１－２：教職課程説明会資料 
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・中高資料１－１－３：履修カルテ登録マニュアル 

 

基準項目１－２ 教職課程に関する組織的工夫 

〔現状説明〕 

 本学では、教職課程に関する、幼稚園教諭、小学校教諭、特別支援学校教諭、中学校・

高等学校教諭、すべての免許課程に係る事項については、Ｐ２で述べたように、「教職課

程委員会」で審議し、実施している。教職課程委員会規程第 7 条に、各免許課程における

事項を審議する小委員会を設けることが定められており、中学校・高等学校教諭免許課程

に関する事項については、小委員会で審議し、実施している。 

 中学校・高等学校教諭免許課程には、教職課程認定基準に基づき、教員 19 名、教務課

中学校・高等学校教諭免許課程担当職員 1 名の協働体制を構築している。 

 本学では、専任教員の指導力の質的向上を目的として、全学的に、学生による授業評価

を年２回（前期・後期）実施している。また、全学の「自己点検評価委員会」のリードの

下、全専任教員が授業公開を行っている。 

 ＩＣＴ環境については、全学的に Wi-Fi 環境が整備され、全学生が Google Workspace

を活用することができる。 

〔長所・特色〕 

・教職課程委員会小委員会（中高資料１―２―１再掲） 

中学校・高等学校教諭免許課程の小委員会において、随時、対面での会議及びメール稟

議にて、審議をしている。小委員会で審議・決定した内容については、小委員会のメンバ

ーである学科代表専任教員から各学科の中学校・高等学校教諭免許課程科目を担当する専

任教員全員に周知を図っている。 

・教務課 中学校・高等学校教諭免許課程担当職員の配置 

 本学では、教務課に、中学校・高等学校教諭免許課程担当職員が配置されている。担当

専任教員と連絡・調整・情報共有等を密に行い、中学校・高等学校教諭免許課程を履修し

ている学生に対して、整合性のある指導・支援等を行っている。 
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・ＩＣＴ教育環境の下での情報通信技術に関する教育の推進（中高資料１－２－２） 

 本学全体のＩＣＴ環境を基盤に、中学校・高等学校教諭免許課程では、「教育職員免許

法施行規則第６６条の６に定める科目として「数理・データ活用及び人工知能に関する科

目又は情報機器の操作」を履修している。また、「各教科の指導法に関する科目」におい

て「情報通信技術の活用」についても取り扱うとともに、「教育方法論」において「情報

通信技術を活用した教育の理論及び方法」について重点的に指導を行っている。 

〔取組上の課題〕 

 本学では、教職課程委員会において、中学校・高等学校教諭免許課程の小委員会が設置

されており、中学校・高等学校教諭免許課程に関する諸事項について協議している。た

だ、小委員会は定期的に開催されてはいないため、中学校・高等学校教諭免許課程に関す

る諸事項について共通理解を図ることが十分とは言えない面があった。 

 一方で、2022 年度後半から、小委員会で迅速に教職課程カリキュラムについて検討を

図らざるをえない状況が生じた。2022 年度後半、福岡県・福岡市・北九州市教員採用試

験 1 次試験は１ヶ月前倒し（6 月中旬）して実施するという情報を得て、小委員会におい

て以下の点についてすみやかに検討を行った。 

①４年前期の教育実習を３年後期に移すこと 

②教育実習履修資格基準の改訂を図ること 

③３年後期に実施していた「教科教育法Ⅳ（国語科・英語科）」を、８月９月に集中講

義等で実施すること 

④３年後期４年前期に実施していた「教育実習Ⅰ（事前指導・事後指導）」を、９月上

旬集中講義８コマ（事前指導）１１月～１月講義７コマ（事後指導）で実施すること 

⑤３年後期に実施していた「道徳教育の理論と指導法」を３年前期に実施すること 

⑥３年後期に実施していた「教育相談」を 3 年前期に実施すること 

 教職課程を履修している学生のことを最優先で考えて検討し、教務課の協力を得ながら

迅速に調整を図った結果、遅延なく 2023 年度からのカリキュラムを変更することができ

た。 
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 他の課題として、「教職へのキャリア支援」を中心的に担っている教職支援センターと

教務課及び各学科の中学校・高等学校教諭免許課程科目を担当する専任教員との連携が十

分とは言えない状況が見られる。今後、中学校・高等学校教諭免許課程の学生に対して、

一体的・包括的な支援を充実していくために、いっそう緊密な連携を図っていく必要があ

る。具体的には、教職支援センターをハブとして、教務課及び各学科の中学校・高等学校

教諭免許課程小委員会メンバーとの情報共有を行い、連携を図っていく。 

＜根拠となる資料・データ等＞ 

・中高資料１－２－１：教職課程委員会規程 

・中高資料１－２－２：教育方法論シラバス 
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基準領域２ 学生の確保・育成・キャリア支援 

基準項目２－１ 教職を担うべき適切な学生の確保・育成 

〔現状説明〕 

 本学では、オープンキャンパスや入試説明会において、入学希望者とその保護者に対し

て、中学校・高等学校教諭免許課程を有する各学科が、本学の教員養成の取組等について

説明する機会を設けている。 

 中学校・高等学校教諭免許課程は、2 年次から開始する。1 年次 4 月に「教職課程履修オ

リエンテーション」を、1 月に「教職課程説明会」を実施したのち、3 月に「教職課程履修

資格判定・発表・オリエンテーション」を実施している。 

 学校体験活動（学校インターンシップ）については、２年次春季休業中に、本学近隣の

公立特別支援学校にて、5 日間介護等体験も兼ねて実施している。 

 教育実習については、中学校・高等学校教員免許課程では、文部科学省の「教員採用試

験の前倒し」に対応して、2023 年度から 3 年次後期（9 月～10 月）に実施するよう変更し

た。この変更により、教員採用試験と教育実習が同時期になることを回避している。 

 教員免許状については、4 年次後期より、取得する見込みの免許状の確認を行い、教務

課から県教育委員会へ一括申請をして、3 月に教員免許状を授与している。ただし、科目

等履修生については、個人で県教育委員会へ申請することとしている。 

〔長所・特色〕 

・福岡女学院大学 案内パンフレット（中高資料２－１－１） 

 本学の案内パンフレットの中に、「教職支援」というページがあり、本学の実績、実践

的指導力を養成する取組、教員採用試験対策等を掲載している。中学校・高等学校教諭免

許課程では、教職課程履修オリエンテーション・教職課程説明会において、本課程で学ぶ

にふさわしい学生像を明確に示すようにしている。また、履修ガイドに「教職課程履修資

格基準」など、教職を担うにふさわしい学生が、教職課程の履修を開始・継続するための

基準を示している。 

・介護等体験（中高資料２－１－２） 
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2023 年度から 2 年次春季休業中に実施する学校体験活動（学校インターンシップ）5 日間

と、3 年次後期に実施する教育実習 2 日間の特別支援学級体験活動をもって、介護等体験

として位置付けている。 

・実習日誌を活用した教育実習の事前指導（中高資料２－１－３） 

 2023 年度より教育実習を 3 年次後期に位置付けたことにより、「教育実習Ⅰ（事前指導）」

は 9 月上旬に集中講義 8 コマ、「教育実習Ⅰ（事後指導）」は 11 月～1 月まで講義 7 コマ

で実施するよう変更した。 

 中学校・高等学校教諭免許課程では、独自の教育実習日誌を作成しており、教育実習Ⅰ

（事前指導）において活用している。教育実習日誌には、教育実習中の記録を記すページ

はもちろんあるが、それ以外に、教育実習事前指導内容についても掲載している。具体的

には、教職課程を選んだ理由、教育実習依頼の方法、教育実習の意義、教育実習生として

の心得、実習 3 週間の流れ、1 日の流れ、学習指導案の書き方、査定授業及び協議会につい

て等である。教育実習日誌を活用して集中的に事前指導をすることにより、教育実習にス

ムーズに臨むことができるようになっている。 

〔取組上の課題〕 

 中学校・高等学校教諭免許課程では、「履修カルテ」を活用し、一人一人の学びの履歴

を集約しているものの、学生の適性や資質に応じた教職指導は、十分とは言えない状況で

ある。履修カルテそのものを、教職課程の学生はもちろん、中学校・高等学校教諭免許課

程の専任教員も閲覧できるよう、システムを改善する必要がある。 

＜根拠となる資料・データ等＞ 

・中高資料２－１－１：福岡女学院大学 案内パンフレット 

・中高資料２－１－２：介護等体験資料 

・中高資料２－１－３：教育実習日誌 一部 
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基準項目２－２ 教職へのキャリア支援 

〔現状説明〕 

 本学のキャリア支援は、一般企業・公務員等のキャリア支援については「キャリアセン

ター」が担っている。一方、中学校・高等学校教諭のキャリア支援については「教職支援

センター」が担っている。教職支援センターでは、中学校・高等学校教諭としての資質・

能力及び実践的指導力の向上を図るとともに、教員採用選考試験に関する支援を行ってい

る。 

学生の中には、当初は中学校・高等学校教諭を目指していたが、途中から進路変更する

場合もあるし、またその逆の場合もあるが、その場合は、「キャリアセンター」と「教職

支援センター」が相互に情報共有を図りながら、一人一人の学生に対して最適の支援をし

ている。 

〔長所・特色〕 

・教職支援センターの取組（中高資料２―２―１）（中高資料２－２－２） 

 本学の教職支援センターは、「教職を目指す本学の在学生及び卒業生に対して教員採用

選考試験等教員採用に関する支援を行い、試験に合格する実力を養うとともに、（中略）

教員として必要な資質能力の開発及び実践的指導力の養成に貢献すること」を目的として

いる。教職支援センターのメンバーは、現時点で、専任教員１人、助手１人、指導員８人

（実務家非常勤講師）から構成されている。 

具体的には、「対策ガイダンス」「合格体験報告会」「自治体別説明会」「試験対策学習

会・セミナー」「模擬授業指導・面接指導」「全国教員採用学内模試（全 5 回）」「春期

講習会」「直前対策（１次対策・２次対策）ガイダンス」等を行っている。「年間対策ガイ

ダンス」については、中学校・高等学校教諭免許課程を履修している希望３年生（２年生

も参加可）を対象に９月に実施し、１年間の展望を持たせるようにしている。「全国教員

採用学内模試」については、希望学生を対象に、１０月・１１月・１２月・２月・３月の

計５回実施している。「自治体別説明会」「試験対策学習会・セミナー」については、指

導員の特性を生かした各種講座を開設している。 



 

34 

 

また、中学校・高等学校教諭免許課程（外国語科）については、「教育実習履修資格基

準」として、「教育実習許可判定までに TOEIC600 点以上を修めなければならない。」とし

ていることから、基準をクリアするための「TOEIC スコアアップレッスン」というサポート

も行っている。 

特に、２月に開催する「春期講習会」については、英語実技試験ガイダンス、教育法規、

教育時事、学習指導要領総則、模擬授業・面接試験、採用試験過去問分析等を行っている。

また、この機に、福岡県教育委員会教職員課に「福岡県教員採用試験説明会」を開催して

いただいている。「直前対策（１次対策・２次対策）ガイダンス」としては、自己ＰＲシ

ートの記述指導、面接指導（個・集団）・論作文指導・模擬授業指導（指導略案の書き方

も含む）等を行っている。 

さらに、教職大学院や各県教員採用選考試験等の推薦に関する調整・庶務も行っている。 

〔取組上の課題〕 

 上記のような教職支援センターの取組を中学校・高等学校教諭免許課程の学生全員に周

知しているが、中学校・高等学校教諭免許課程を履修しているものの、教育支援センター

の取組に参加しない学生も一定程度いる。教育実習先を検討する２年次早期から、今後の

自己のめざすキャリアを明確にするよう、教職課程科目において随時情報提供をしていく。 

また、卒業生とのつながりも課題である。常勤講師・非常勤講師として勤務しつつ教員

採用選考試験に再チャレンジする卒業生の中で、本学教職支援センターに支援を求める者

はほとんどいない状況である。卒業前に、本学教職支援センターは卒業生への支援も行っ

ていることを周知する必要がある。 

 さらに、中学校・高等学校教諭免許課程担当教員と教職支援センターとのいっそうの情

報共有及び連携した支援が求められる。2024 年度末に、相互の情報共有の機会を設ける計

画である。 

 ＜根拠となる資料・データ等＞ 

・中高資料２－２－１：教職支援センター規程 

・中高資料２－２－２：春期講座資料＜一部＞ 
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基準領域３ 適切な教職課程カリキュラム 

基準項目 ３－１ 教職課程カリキュラムの編成・実施 

〔現状説明〕 

  本学教職課程は、コアカリキュラムに則り、「教科及び教科の指導法に関する科

目」「教育の基礎的理解に関する科目」「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒

指導、教育相談等に関する科目」「教育実践に関する科目」「大学が独自に設定する科

目」「教育職員免許法施行規則第 66 条の 6 に定める科目」で構成している。 

 中学校・高等学校免許課程においては、以下のとおりである。 

「教科及び教科の指導法に関する科目」については、中一種・高一種の国語科、外国

語科が 40 単位以上、社会科が 36 単位以上、公民科が 38 単位以上を履修することとして

いる。「教育の基礎的理解に関する科目」については、「教育原論」「教師論」「教育経

営論」「教育心理学」「特別支援教育」「教育課程論」で構成している。「道徳、総合的

な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」については、「道徳教

育の理論と指導法」「特別活動及び総合的な学習の時間の指導法」「教育方法論（ＩＣＴ

の活用を含む）」「生徒・進路指導論（キャリア教育の理論及び方法を含む）」「教育相

談」で構成している。「教育実践に関する科目」については、「教育実習Ⅰ（事前・事後

指導）」「教育実習ⅡAB（A:中一種免必修）（B:高一種免必修）」「教職実践演習(中・

高)」で構成している。「大学が独自に設定する科目」については、「人権教育の理論と

指導法」「障害児教育の理論と指導法」「学校インターンシップ」を位置付けている。  

〔長所・特色〕 

・教科及び教科の指導法に関する科目の特徴（中高資料３―１―１） 

 本学の中学校・高等学校免許課程では、中一種・高一種の国語科、外国語科、社会科・

公民科の免許を取得できる。国語科の「教科及び教科の指導法に関する科目」について

は、「国語学」「国文学」「漢文学」「書道」「国語科の指導法（情報通信技術の活用を

含む）」で構成している。また、外国語科の「教科及び教科の指導法に関する科目」につ

いては、「英語学」「英語文学」「英語コミュニケーション」「異文化理解」「英語科の

指導法（情報通信技術の活用を含む）」で構成している。社会科の「教科及び教科の指導

法に関する科目」については、「日本史及び外国史」「地理学（地誌を含む）」「法律

学・政治学」「社会学・経済学」「哲学・倫理学・宗教学」「社会科の指導法（情報通信

技術の活用を含む）」で構成している。公民科の「教科及び教科の指導法に関する科目」

ついては、「法律学・政治学」「社会学・経済学」「哲学・倫理学・宗教学・心理学」

「公民科の指導法（情報通信技術の活用を含む）」で構成している。 

・教育実習履修資格基準の設定（中高資料３－１－２） 
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中学校・高等学校教諭免許課程では、「教育実習履修資格基準」を設定している。特

に、外国語科は、教育実習許可判定前までに TOEIC600 点以上を修めることを条件として

いる。 

・小学校教諭免許取得プログラムについて 

 在学中に神戸親和大学通信教育部発達教育部児童教育科（初等教育コース）の科目等履

修生として小学校教諭一種免許取得を目的とするプログラムを設けている。 

〔取組上の課題〕 

現在、小学校教諭免許取得プログラムはあるものの、学生の取得単位数の関係から、

実質的に小学校教諭免許取得が困難な状況である。今後、人間関係学部子ども発達学科と

連携を図りながら、中学校・高等学校免許課程の学生が、小学校教員免許（二種）・特別

支援学校教員免許（二種）が取得できるようカリキュラムの再編を検討する必要がある。 

＜根拠となる資料・データ等＞ 

・中高資料３－１－１：履修ガイド（一部） 

・中高資料３－１－２：教育実習履修資格基準 

 

基準項目  ３－２ 実践的指導力育成と地域との連携 

〔現状説明〕 

 実践的指導力養成の観点から、中学校・高等学校免許課程を履修する 2 年生全員を対

象に、春季休業中に近隣の公立特別支援学校にて、5 日間（22.5 時間）の「学校体験活動

（学校インターンシップ・介護等体験を兼ねる）」を実施している。2 年進級時に中学

校・高等学校免許課程を選択した学生は、指導者としての立場で学校現場に赴いたことが

ない。「学校体験活動（学校インターンシップ）」については、指導者としての立場で学

校体験をさせることによって、教育現場での状況について理解を深めさせ、教職に対する

自覚を促し、進路選択について考えを深めさせることを目的として実施している。この

「学校体験活動（学校インターンシップ）」は、3 年次の「教育実習Ⅰ」「教育実習ⅡＡ

Ｂ」はもちろん、4 年次の「教職実践演習」に系統的に学びがつながるよう意図してい

る。 

 さらに、地域連携の観点から、各地域の教育委員会等と連携し、学生サポーターや学生

ボランティア等の活動に主体的に参加するよう促してきており、継続的な活動となってい

る。特に、福岡市教育委員会とは、教員を志望する学生の資質・能力の向上を図り、学校

教育の充実・ 発展に寄与することを目的として、「福岡市・福岡女学院大学免許に係る

連携・協力協定(2021(令和 3)年 3 月 30 日)」を締結し、連携・協力を推進している。 

〔長所・特色〕 

・介護等体験の実施（中高資料３―２―１） 
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 中学校・高等学校教諭免許課程では、2024 年度から、特別支援学校での学校体験活動

（学校インターンシップ）(5 日間)と教育実習中の特別支援学級体験（2 日間）をもっ

て、介護等体験として位置付けている。 

・福岡市・福岡女学院大学免許に係る連携・協力協定（中高資料３－２－２） 

本学を含む 15 大学は、福岡市教育委員会と、2021（令和 3）年 3 月 30 日に、「福岡

市・大学 免許に係る連携・協力協定」を締結した。協定締結以降、教育実習・学生サポ

ーター制度・教員採用試験における特別選考制度等について協議を継続してきている。協

定に則り、本学の中学校・高等学校免許課程では、2021 年度は、福岡市教育委員会教育

センター主任指導主事に「指導者としてのグーグルワークスペースの活用」と題した

ICT を活用した演習を、また 2022 年度～2024 年度は、福岡市教育委員会職員部服務指導

課長による「学校のコンプライアンス」についての指導講話をしていただいている。 

〔取組上の課題〕 

 中学校・高等学校教諭免許課程においては、「学校体験活動（学校インターンシッ

プ）」以外に、まとまった期間、学校現場に赴く機会が設定できていない状況である。ま

た、学生サポーターや学生ボランティアの活動を促しているものの、参加する意思はあっ

ても、他の授業の関係から参加することが難しい者が多い。そのような中、「道徳教育の

理論と指導法」の授業においては、近隣の公立中学校から 1 単位時間を提供いただき、学

生が構想した道徳科授業を実践している。実践的指導力育成のため、今後も近隣校や地域

との連携した取組を開発していきたい。 

＜根拠となる資料・データ等＞ 

・中高資料３－２－１：学校インターンシップ実施要領 

・中高資料３－２－２：福岡市・大学 免許に係る連携・協力協定書 
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４ 特別支援学校教諭免許課程 

基準領域１ 教職課程に関わる教職員の共通理解に基づく協働的な取組 

基準項目１－１ 教職課程教育の目的・目標の共有 

〔現状説明〕 

特別支援学校教諭免許課程においては、小学校教員養成課程の教員養成の目標を基礎

とした上、特別支援学校教諭免許課程における独自の領域である「自立活動」を指導する

教師に必要な資質・能力を育成できるよう、体系性をもった教育課程を編成している。各

教員の担当する科目の目標・内容等はシラバスとして公開している。 

特別支援学校教諭免許課程を設置する子ども発達学科では、「子ども学」の学びを基盤と

し、子ども存在の多角的多面的な理解にたった特別支援学校教員養成を行っている。 

特別支援学校教諭免許課程においては、「本学の目指す小学校教師像・特別支援学校教師像」

として以下の 4 項目を掲げており、この教師像の実現を目的・目標としてカリキュラムを

編成し、養成を実践している（特支資料１－１－１）。 

(1）建学の精神に基づく人間愛と崇高な教育的使命感をもつ教師 

(2）豊かな知性と教養に支えられた確かな指導力をもつ教師 

(3）乳幼児期からの発達の連続性を踏まえたこころの援助ができる教師 

(4）学校内外での役割を自覚し、責任を全うするために、円滑な人間関係を構築できる

教師 

 これらの教師像及び特別支援学校教諭免許課程における目的・目標は、当該免許課程の

設置単位である子ども発達学科の学外実習運営委員会及び学科会議にて検討し決定してお

り、特別支援学校教諭免許課程に携わる全教員間で共有されている。またこの目的・目標

を踏まえ、特別支援学校教諭免許課程及び教育実習の履修条件は規定化され共有されると

ともに『履修ガイド』に掲載し教職員・履修学生にも共有されている（特支資料１－１－

２）。 

さらにこれらの目的、目標は『学外実習の手引き』に記載し、新入生オリエンテーション、

学外実習総合オリエンテーション、小学校教育実習履修希望者オリエンテーションなど、
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特別支援学校教諭免許課程を履修する際に提示するとともに、特別支援学校教育実習履修

の説明時及び特別支援学校教育実習事前指導の中で活用し、履修学生とも養成像の共有を

行っている（特支資料１－１－３）。 

〔長所・特色〕 

・専任教員間での特別支援校教諭免許課程の目的・目標の情報公開と共有（特支資料１－

１－４） 

特別支援教育科目を担当する専任教員は 3 人であり、日常的に連絡・調整を密に行っ

ている。さらに、肢体不自由、病弱、発達障害、重複障害に係る科目及び教育実習は協働

して指導しており、養成課程の目的・内容は専任教員間で共有している。（特支資料１－

１－５） 

・学生への周知・共有・意識づけ 

子ども発達学科では「子ども発達学科履修内規」により、1 年次後期から保育士資格と

幼稚園教諭資格を取得できる「子ども発達コース」と小学校教諭及び特別支援学校教諭免

許を取得できる「児童教育コース」に分かれる。特別支援学校教員養成は児童教育コース

を選択した学生が任意で必要な科目を履修することで成り立っている。 

学生に対しては、本学履修ガイドを用いた 1 年次 4 月の「教職課程履修オリエンテー

ション」他の教務課及び子ども発達学科教務係による履修説明会の他に、特別支援教育関

連科目を担当する専任教員によって 1 年次と 2 年次の 1 月下旬に「特別支援学校教育実

習説明会」を開催し、特別支援学校教諭免許課程の目的・目標・免許状取得のための基礎

資格等について周知を図っている。 

〔取組上の課題〕 

本学の特別支援学校教員養成は「子ども学」に係る専門科目と小学校教諭免許に必要

な科目を取得した上で、各学生の自由な選択の下で必要な科目を履修することになってい

るため、小学校教諭免許課程等の担当教員と目的・目標の共有が望ましい。本自己点検・

自己評価の作成過程での共有を試みている。 

＜根拠となる資料・データ等＞ 
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・特支資料１－１－１：『学外実習の手引き』、2024 年、p.1  

・特支資料１－１－２：『履修ガイド』2024 年、pp.217-219 

・特支資料１－１－３：『学外実習の手引き』、2024 年、p.1 

・特支資料１－１－４：2024 履修ガイド、pp.168－171 

・特支資料１－１－５：学外実習の手引き 2023 年度、pp.34―37 

 

基準項目１－２ 教職課程に関する組織的工夫 

〔現状説明〕 

本学では、教職課程に関する、幼稚園教諭、小学校教諭、特別支援学校教諭、中学

校・高等学校教諭、すべての免許課程に係る事項については、前述のとおり、「教職課程

委員会」で審議することとしている。（特支資料１－２－１） 

特別支援学校教員養成に関する科目は 14 科目 27 単位が設定されている。特別支援学

校教諭免許課程には、主に特別支援教育の基礎理論に関する科目と肢体不自由のある幼児

児童生徒の教育課程及び指導法を担当する教員 1 名、主に障害のある幼児児童生徒の心

理・生理・病理を担当する教員（小児科医）1 名、主に知的障害・発達障害のある幼児児

童生徒の心理・生理・病理及び指導法並びに教育課程を担当する教員 1 名が専任教員と

して学生指導に携わっている。  

本学では、専任教員の指導力の質的向上のために、全学的に、学生による授業評価を

年 2 回（前期・後期）に実施をしている。また、全学の「自己点検・評価・FD 委員会」

のリードの下、全専任教員が授業公開を行っている。 

〔長所・特色〕 

教育実習は専任教員 3 人が協働して指導しており、「学外実習の手引き」において、

養成課程の目的・内容を以下のような項目で示すことにより、担当する専任教員間の理解

の共有を図っている； 

1 教職に関する理解と実践 

2 学校運営に関する理解  
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3 地域支援・関係機関との連携  

4 学級経営等の理解と実践 

5 幼児児童生徒の理解  

6 学習指導に関する理解と実践  

7 各教科、領域の指導に関する理解と実践  

〔取組上の課題〕 

特別支援学校教員養成に関する科目は 14 科目 27 単位が設定されている。各科目の内

容については、2022（令和 4）年 7 月に示された「特別支援学校免許状コアカリキュラ

ム」にそった見直しを行っている。（特支資料１－２－２） 

＜根拠となる資料・データ等＞ 

・特支資料１－２－１：教職課程委員会規程 

・特支資料１－２－２：障害児教育論シラバス 
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基準領域２ 学生の確保・育成・キャリア支援 

基準項目２－１ 教職を担うべき適切な学生の確保・育成 

〔現状説明〕 

本学では、オープンキャンパスや入試説明会において、入学希望者とその保護者に対

して、特別支援学校教諭免許課程について説明する機会を設けている。  

特別支援学校教諭免許課程に関する科目は 2 年次からの配当としているが、3 年次から

履修を始める学生もいる。特別支援教育の基礎理論に関する科目及び障害のある幼児児童

生徒の心理・生理・病理に関する科目は主に 2 年次に配当し、障害のある幼児児童生徒

の教育課程及び指導法に関する科目は主に 3 年次に配当している。  

教育実習については、2 年次配当科目を履修していることを要件として、3 年次に配当

している。教育実習を行う前々年度に説明会を開催し、前年度 4 月に実習校へ実習の受

け入れ内諾依頼を行っている。後期には、教育実習受け入れ内諾書を教務課が集約し、実

習校の確認を行っている。さらに、3 月に教育実習履修資格判定を行っている。  

教員免許状については、4 年次後期より、取得する見込みの免許状の確認を行い、教務

課から県教育委員会へ一括申請をして、3 月に教員免許状を授与している。  

〔長所・特色〕 

・福岡女学院大学 案内パンフレット（特支資料２－１－１）  

本学の案内パンフレットの「子ども発達学科」及び「教職支援」のページにおいて、

本学の実績、実践的取組、教職支援センターによる教員採用試験対策等を掲載している。  

・教育実習の事前指導・事後指導（特支資料２－１－２）  

授業科目「特別支援教育実習指導」を通年で開講し、教育実習に臨む一般的な心構

え、特別支援学校の組織、障害のある児童生徒への配慮等、学校現場で生きる実践的な教

育実習指導を行っている。特に、教育実習後に実施する教育実習報告会は教育実習で得た

知見を 2 年次と 3 年次の学生へ伝える有意義な場となっている。  

〔取組上の課題〕 

本学の特別支援学校教員養成は「子ども学」に係る専門科目と小学校教諭免許に必要
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な科目を取得した上で、各学生の自由な選択の下で必要な科目を履修することになってい

る。複数免許を取得することもあり、1 年次から 2 年次にかけての時間割が過密になる。  

さらに、新型コロナ感染症の影響で制限されてきた特別支援学校におけるスクールボ

ランティア等の再開に対応して、障害のある児童の教育を体験する機会を設けるよう計画

しているところである。 

また、入学時に特別支援学校教諭免許の取得を志望する学生が増える傾向にあるが、

学生が住居地や帰省先から無理をせずに通うことができる特別支援学校の数が限られてい

る。そのうえ、特別支援学校教諭免許を希望する学生の人数が一定しないために、特別支

援学校に教育実習を依頼する人数に変動があり、実習校の確保に苦慮している。  

＜根拠となる資料・データ等＞ 

・特支資料２－１－１：福岡女学院大学 案内パンフレット  

・特支資料２－１－２：2024 年度特別支援学校教育実習要綱  

基準項目２－２ 教職へのキャリア支援 

〔現状説明〕 

本学のキャリア支援のうち、一般企業・公務員等のキャリア支援については「キャリ

アセンター」が、教諭のキャリア支援については「教職支援センター」が、それぞれ担っ

ている。教職支援センターでは、教諭としての資質向上を図るとともに、教員採用選考試

験に関する支援を行っている。  

・実績（特支資料２－２－１）  

本学の特別支援学校教諭免許課程は 2015（平成 27）年度に開設され、2018（平成

30）年度に第 1 期卒業生として 30 人が特別支援学校教員免許を取得した。その後、2019

（平成 31）年度に 21 人、2020（令和 2）年度に 9 人、2021（令和 3）年度に 13 人、

2022（令和 4）年度に 23 人、2023（令和 5）年度に 21 人、2024（令和 6）年度に 31 人

（見込み）が特別支援学校教員免許を取得し、免許取得の累積人数は 148 人（見込み）

となっている。さらに、この免許取得者のなかで特別支援学校教諭に正規採用されたの

は、2019（平成 31）年採用が福岡県 2 人、2020（令和 2）年に福岡県 1 人、佐賀県 1 人
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（既卒者）、2021（令和 3）年に福岡県 1 人、2022（令和 4）年に福岡県 3 人、福岡市 1

人、大分県 1 人（既卒者）、2023（令和 5）年に福岡県 2 人、福岡市 2 人（内 1 人は既

卒者）、佐賀県 1 人（既卒者）、熊本県 1 人（既卒者）、2024（令和 6）年に福岡県 1

人、北九州市 1 人、長崎県 1 人、熊本県 1 人、そして 2025（令和 7）年の採用内定者が

福岡県 3 人、福岡市 3 人、北九州市 1 人、大分県 1 人、山口県 1 人（既卒者）となって

いる。 

〔長所・特色〕 

・教職支援センターの取組  

本学の教職支援センターは、「教職を目指す本学の在学生及び卒業生に対して教員採

用選考試験等教員採用に関する支援を行い、試験に合格する実力を養うとともに、教員と

して必要な資質能力の開発及び実践的指導力の養成に貢献すること」を目的としている。

教職支援センターのメンバーは、現時点で、専任教員１人、助手１人、指導員 8 人（実

務家非常勤講師）から構成されているが、特別支援学校に対応する指導員の配置がないた

め、特別支援教育関連の専任教員が協力している。  

〔取組上の課題〕 

「教職へのキャリア支援」を中心的に担っている教職支援センターに特別支援教育を

担当する指導員が配置されていないため、特別支援学校教諭免許課程の学生に対しての教

員採用試験等への指導が不十分である。そのため、特別支援学校教諭免許課程において

は、特別支援教育科目を担当する専任教員の協力が不可欠な状況となっているが、専任教

員が対応できる時間が十分にとれない状況がある。  

＜根拠となる資料・データ等＞ 

・特支資料２－２－１：ファクトブック  
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基準領域３ 適切な教職課程カリキュラム 

基準項目 ３－１ 教職課程カリキュラムの編成・実施 

〔現状説明〕 

本学の特別支援学校教諭免許課程は、教育職員免許法施行規則に従い、以下のように

構成している。（特支資料３－１－１）  

「特別支援教育の基礎理論に関する科目」として「障害児教育論」2 単位。「特別支援

教育領域に関する科目」として「知的障害児の心理・生理・病理」「肢体不自由児の心

理・生理・病理」「病弱児の心理・生理・病理」「知的障害児教育論」「肢体不自由児教

育論」「病弱児教育論」「知的障害児教育総論」「特別支援教育の教育課程」各 2 単

位。「免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目」として

「発達障害児教育論」「感覚障害児教育論」「重複障害児教育論」各 2 単位。「心身に

障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習」として「特別支援教育実習指導」1

単位、「特別支援教育実習」2 単位。 

〔長所・特色〕 

本学における特別支援学校教諭免許課程は、「特別支援学校教諭免許課程履修内規」

に示した要件科目を修得し、さらに小学校教諭免許に係る科目を履修している者に限られ

ている。（特支資料３－１－２）  

〔取組上の課題〕 

特別支援学校教員養成に関する科目は 14 科目 27 単位が設定されている。各科目の内

容については、令和 4 年 7 月に示された「特別支援学校免許状コアカリキュラム」にそ

った見直しを行った。  

さらに今後、「特別支援教育を担う教師の養成の在り方報告」（2022（令和 4）年 3

月）等に示された文部科学省の方針を踏まえ、特別支援学校教諭免許の取得を目指す学生

の増加が予想される。一方、現状では教育実習先の確保が難しい状況にある。  

また、本学においては教育実習の標準期を 3 年次と設定している。福岡市のように、

教員採用試験との兼ね合いで 3 年次実習を推奨する場合は、事前に十分な指導を行った
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上で、教育実習に送り出している。  

今後は、教育実習までに、専門領域にかかる教育課程および指導法に係る科目の学修

が終えられるよう、カリキュラムの編成を見直すことが当面の課題である。 

＜根拠となる資料・データ等＞ 

・特支資料３－１－１：2024 履修ガイド 

・特支資料３－１－２：学外実習の手引き 2024 年度、pp.34―37 

 

基準項目  ３－２ 実践的指導力育成と地域との連携 

〔現状説明〕 

実践的指導力養成の観点から、指導法に関する科目及び教育実習指導において、事例

研究、演習、実習を取り入れている。  

また、地域連携の観点から、1 年次・2 年次学生を対象とする特別支援学校教諭免許課

程の説明会において、特別支援学校や特別支援学級の学生サポーターや学生ボランティア

等の活動に、主体的に参加するよう促している。  

〔長所・特色〕 

・医療関係者による講義・演習の充実  

専任教員として小児科医経験者がいるため、障害の診断、医療関係機関との連携、医

療的ケアの必要な児童生徒への配慮等への専門的な指導が充実している。さらに、特別支

援学校における医療的ケアの実際を理解させるために、福岡女学院看護大学シミュレーシ

ョン教育センターにおいて口腔内吸引等の演習を実施している。  

 

・特別支援学校において即戦力となる知識・技能の修得  

指導法の授業において「教材・教具の作成・活用」等で必要とされる能力を、教材を

用いた授業体験を通して実践的に修得させている。また、ICT 機器（タブレット等）を

用いて、特別支援教育関連アプリ（コミュニケーション支援、視線入力等）を活かした授

業実践スキルの向上も図っている。  
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・キリスト教に基づく建学の精神に則った教育  

キリスト教に基づく建学の精神に則って、特別支援教育の基礎理論に関する科目にお

いて内村鑑三や石井亮一・筆子等のキリスト教徒が障害のある児童生徒の教育に及ぼした

影響について論述している。  

〔取組上の課題〕 

特別支援学校教諭免許課程においては、教育実習以外に、まとまった期間、学校現場

に赴く機会が設定できていない状況である。また、学生サポーターや学生ボランティアの

活動を促しているものの、参加する意思はあっても、他の授業の関係から参加することが

難しい者が多い。  

＜根拠となる資料・データ等＞ 

・特支資料３－２－１：特別支援学校教育実習説明会 資料 
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Ⅲ．大学としての総合評価  

 

本学では人間関係学部子ども発達学科に幼稚園教諭、小学校教諭、特別支援学校教諭の

養成課程を設置し、人文学部現代文化学科・言語芸術学科及び国際キャリア学部国際英語

学科並びに人間関係学部心理学科に中学校教諭、高等学校教諭養成課程を設置している。 

教職をめぐっては、特に教員採用試験における受験者数の減少とこれによる教員人材不

足に関する課題がクローズアップされてきている。この中で本学では、この自己点検報告

に記載したようなさまざまな取り組みによる成果として、今年度も九州全域に多くの人材

を輩出することができた。特に、全学として組織した教職課程委員会とそれぞれの小委員

会の連携によって各養成課程の情報共有と課程毎の目的・目標の相互理解を推進し、小学

校教諭免許と中学校教諭免許及び中学校免許と特別支援学校免許の同時取得について検討

を進めたこと、さらに、文部科学省の「教員採用試験の前倒し」への対応及び福岡県・福

岡市・北九州市による教員採用試験の６月実施への対応をスムーズに行えたことは大きな

要因になったと思われる。 

一方、自己点検評価によってさまざまな課題も抽出されてきた。各教職課程の基準領域

１～３に記載したそれぞれの［取組上の課題］については、教職課程委員会を軸としてそ

れらの改善に努め、より質の高い教育内容と実施体制を目指していきたい。 

福岡女学院大学 

学長 副島 雄児  
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Ⅳ 「教職課程自己点検評価報告書」作成プロセス 

 

 

 

 

 

 

2021 年 10 月 19 日 教職課程の自己点検評価に対応するための教職課程委員会  

規程改正について教職課程委員会で審議開始（2021 年度第 3

回教職課程委員会） 

2022 年 3 月 22 日 連合教授会において大学教職課程委員会規程の改正（2021

年 

度第 9 回連合教授会） 

2023 年 6 月 5 日 2022 年度自己点検評価の公開 

2024 年 5 月 27 日 2023 年度自己点検評価の公開 

2024 年 11 月 5 日 教職課程委員会において全国私立大学教職課程協会の審査コメ

ントへの対応方針検討及び教職課程の自己点検評価の作成につ

いて確認（2024 年度第 3 回教職課程委員会） 

 

2024 年 11 月～12 月 幼稚園教諭免許課程・小学校教諭免許課程・特別支援学校教

諭免許課程における自己点検評価を人間関係学部子ども発達

学科会議で検討 

2024 年 11 月～12 月   中学校・高等学校教諭免許課程における自己点検評価を教職 

課程小委員会で検討 

2025 年 1 月 14 日 教職課程委員会において教職課程の自己点検評価の素案作成

及び公開までの日程確認（2024 年度第 4 回教職課程委員会） 

2025 年 6 月 17 日 大学運営会議にて 2024 年度自己点検評価報告書承認 
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Ⅴ 現況基礎データ一覧          2025（令和 7）年 3 月 7 日現在 

（就職者数は 2 月末調査） 

法人名 福岡女学院 大学名 福岡女学院大学 

免許課程及び学部・学科（免許課程） 

【幼稚園・小学校・特別支援学校免許課程】人間関係学部子ども発達学科  

【中学校高等学校免許課程】人文学部言語芸術学科・人文学部現代文化学科・国際キャ

リア学部国際英語学科・人間関係学部心理学科  

1 卒業者数、教員免許状取得者数、教員就職者数等                 

①  卒業者数  586 人 

②  ①のうち、就職者数  
438 人 

③  ①のうち、教員免許

状取得者の実数  

幼稚園 68 人、小学校 60 人、中学校 27 人、

高等学校 27 人、特別支援学校 32 人 

④  ③のうち、教職に就

いた者の数  

幼稚園 12 人、小学校 32 人、中学校 13 人，

高等学校 0 人、特別支援学校 9 人 

⑤ のうち、正規採用者数  
幼稚園 11 人、小学校 32 人、中学校 13 人，

高等学校 0 人、特別支援学校 9 人 

④のうち、臨時的任用者数  
幼稚園 1 人 

２ 教員組織（教職課程担当） 

 学部学科  教授 准教授 講師 

 

教職課程 

担当教員数 

人間関係学部・

子ども発達学科  
６人 ８人 ４人 

人文学部 

言語芸術学科  
４人 １人 ０人 

人文学部 

現代文化学科  
４人 ３人 ０人 

国際キャリア学部

国際英語学科  
５人 ２人 ０人 

人間関係学部  

心理学科 
６人 ２人 １人 

相談員・支援員など専門職員数 ８人（教職支援センター指導員）  

 


